
令和６年度 城里町水道事業運営審議会 

第１回会議 次第 

 
日時：令和６年５月９日（木）１３：３０～ 
場所：城里町コミュニティセンターサークル室 
 
１ 開会 
（１）委嘱状交付 
（２）町長あいさつ 
（３）会長副会長選任 
（４）諮問書交付 
 
２ 議事 
（１）審議会について 
（２）城里町水道事業の事業環境 
（３）官民連携の取組について 
（４）その他 
 
３ 閉会 
 
資料一覧 
 資料１ 審議会について 
 資料２ 城里町水道事業の事業環境 
 資料 3 官民連携の取組について 
 参考資料１ 厚生労働省作成パンフレット「今知りたい水道」 
 参考資料２ 新聞記事 
 参考資料３ 城里町水道事業運営審議会条例等 
 アンケート 
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審議会について

資料１



城里町水道事業経営戦略の改定及び城里町水道事業運営の方向性を定める。

城 里 町
Shirosato Town

１

審議会の目的

背景

１ 審議会の目的・背景

城里町水道事業は、石塚浄水場、小松浄水場、赤沢浄水場の３箇所の浄水場から水
道水を町内に供給している。このうち、石塚浄水場は昭和45年（1970年）の建設か
ら50年以上経過しており、老朽化が進んでいる。
表流水を水源とする石塚浄水場の更新には多額の費用が必要である。このため、町
単独で浄水場の更新に取組むのか、近隣市町村等の水道事業と連携して取組むのか、
今後の城里町水道事業運営の方向性を定める必要性が生じている。
このような状況下において、茨城では令和5年3月に「茨城県水道事業広域連携推進
方針」を策定した。この推進方針において、県中央広域構成市町村等及び近隣市町
（城里町が含まれる）を対象に水道用水供給事業からの送水範囲拡張案や浄水場の
統廃合案の中から最も効果が見込める整備案が検討されている。
審議会は、住民ニーズを反映させた技術及び財政の両面で持続可能な城里町水道事
業運営の方向性を定めるとともに、城里町水道事業経営戦略を改定することを目的
とする。
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２ 審議会の構成

２

区分 NO 氏名 備考

町民代表

1 岡﨑 一美 区長会長

2 南條    治 区長副会長

3 薗部 良一 区長副会長

4 加藤 裕章 公募委員

5 関口 夏菜美 公募委員

6 高萩 和彦 公募委員
7 皆川     雅 公募委員

議会議員
8 桜井 和子 教育産業常任委員会委員長

9 綿引 静男 教育産業常任委員会副委員長

有識者

10 砂金 祐年 常磐大学教授

11 吉岡 律司 水道事業先進事業体
岩手県矢巾町

12 木暮 昭彦 広域連携先行事業体
水道技術研究センター参与（元埼玉県）
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  議      題

第1回
R6.5

城里町水道事業の現状と今後の見通し、茨城県水道事業広域化の取組について
①水道事業の現状と今後の見通し
・現状の把握、今後の見通し（水道施設概要、人口・水需要、経営状況、水道施設の老朽化など）
②茨城県水道事業広域連携推進方針について
・広域連携に関する国の方向性の概説 ・茨城県における広域連携推進方針の概説

第２回
 R6.6

施設見学・ワークショップの開催
①浄水場施設見学の実施、②ワークショップ形式による意見交換

第３回
R6.9

有識者による講演
①広域連携先行事例の紹介、②前回までの振り返り、③ワークショップ形式による意見交換

第４回
R6.12

有識者による講演、経営戦略（素案）についての意見聴取

①水道事業先進事例の紹介、②前回までの振り返り、③ワークショップ形式による意見交換

第５回
R7.1

水道事業運営方向性、経営戦略改定の骨子のコンセプト確認

①振り返り
②審議会委員による意見交換
・テーマ:水道事業運営方向性、経営戦略改定のコンセプト
・①②を踏まえて、水道事業運営方向性、経営戦略改定の骨子について意見交換

第６回
R7.2

経営戦略（素案）についての意見聴取

①水道事業運営の方向性を踏まえた経営戦略（素案）について
②ワークショップ参加者による意見交換
・「城里町水道事業運営の方向性と経営戦略（素案）」についての意見聴取

３ 審議会の予定

３
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4 ワークショップの開催

ワークショップの目的
 水道事業者と水道利用者（住民）が一体となって、
 城里町水道事業の課題と今後の方針に対して理解を深めていく

課題を知る

意見のまとめ

水道事業の現状（人材不足、施設の老朽化、財政状況の悪化 など）

話し合う

テーマに関して意見を言語化する

参加者同士の意見を共有する

グループごとの意見を確認し、水道事業への理解を深める

出典：矢巾町HP｜水道事業を考える

４

城里町水道事業ビジョン 第4章「推進する施策」より
 4.6 町民との連携に関する施策 1）コミュニケーションの充実
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城里町水道事業の事業環境

資料２



平成17年（2005年）2月1日に常北町、桂村、七会
村が合併して誕生した城里町は、東西に約19km、
南北に約13kmにおよび、総面積161.80km²で、全体
の約61％を森林が占めている。
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水戸市
笠間市

常陸太田市
常陸大宮市

ひたちなか市

那珂町
東海村

城里町

１

町勢

水道事業の変遷

（旧常北地区）上水道事業

石塚系＋小松系

（旧桂地区）上水道事業

岩船系＋赤沢系

（旧七会地区）塩子簡易水道事業

塩子系

城里町上水道事業
【平成21年度に事業統合】

小松系＋石塚系＋赤沢系 に再編

１ 町勢、水道事業の変遷

※簡易水道･･･水道法に定める水道事業のうち、給水人口が5,000人以下である水道
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２

浄水場名 石塚浄水場 小松浄水場 赤沢浄水場

原水の種類 那珂川表流水 地下水 地下水

施設能力(㎥/日) 4,170 4,350 2,657

沈澱池 薬品凝集沈澱
(傾斜板式)

薬品凝集沈澱
(傾斜板式)

なし

浄水処理方法 塩素滅菌
急速ろ過

塩素滅菌
急速ろ過

塩素滅菌
急速ろ過

配水池容量(㎥) 2,745 2,000 640

上水道事業の給水状況（令和4年度末）
〈浄水施設概要〉行政区域内人口 18,254人

給水人口    18,104人（普及率99.2％）
施設能力    11,177㎥/日
一日最大給水量 8,371㎥/日
一日平均給水量 6,423㎥/日

２ 水道事業の概要

〈令和4年度 年間取水量（千㎥）〉

924, 
37%

146,
6%

706, 
28%

721, 
29%

ダム放流 表流水（自流）
浅井戸水 深井戸水

石
塚
系

小松系

赤
沢

系
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３

上水道事業の水道料金（令和4年度）

1か月20㎥当たり料金（口径20mm）

城里町   4,400円

県最大   5,445円
県最小   2,970円
県平均   4,281円

２ 水道事業の概要

5,445 
5,445 

5,280 
5,170 
5,170 

4,860 
4,730 

4,675 
4,642 
4,620 
4,620 
4,620 
4,620 
4,576 
4,565 
4,545 
4,510 
4,480 

4,410 
4,400 
4,400 

4,345 
4,345 
4,305 
4,301 
4,291 
4,290 
4,281 

4,163 
4,119 

4,059 
3,998 

3,760 
3,740 

3,657 
3,581 
3,553 

3,427 
3,369 
3,322 

3,234 
3,190 

2,970 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 

行方市
八千代町

桜川市
稲敷市
河内町
石岡市
結城市
潮来市

境町
鹿嶋市
神栖市
鉾田市

つくばみらい市
県南水道(企)

阿見町
坂東市
五霞町
下妻市

常陸大宮市
筑西市
城里町

かすみがうら市
茨城町
常総市

湖北水道(企)
常陸太田市

大子町
県平均
笠間市
土浦市

北茨城市
大洗町
那珂市
美浦村

ひたちなか市
守谷市

小美玉市
東海村
水戸市
高萩市
古河市

つくば市
日立市

（円）

≪各市町の１か月２０m³当たり料金≫

出典：R4決算統計より
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水需要の動向
人口の減少に伴い、給水人口も減少

  H24; 20,454人
             2,942人、14.4％の減少
  R3  ; 17,512人

給水普及率は99％以上と、ほぼ町全
域に水道が普及
給水量は横ばいであるが、有収水量
は減少 

  H24; 5,112㎥/日
                    375㎥/日、7.3％の減少
  R3  ; 4,737㎥/日

２ 水道事業の概要

４

※有収水量･･･給水量のうち、料金収入 
         が得られた水量のこと
※有収率･･･給水量のうち、有収水量の
       占める割合
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経営（財政）状況
水道事業の会計は、収益的収支と資本
的収支の２本立てで構成されている。

       収益的収支…水を家庭まで届けるため 
                           の経費（維持管理費）
       資本的収支…古くなった水道管などを
                           新しくするための経費
                         （施設整備費）

２ 水道事業の概要

５
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）
収益的収支の推移

資本的収支＋資金の推移

収益的収支において、総収益＞総費用
であれば黒字経営であり、総収益＜総
費用であれば赤字経営

損益の推移をみると、経営状況は厳
しくなっており、令和４年度には赤
字に転じている。

企業債残高（借入金）は減少している
が、資金残高（手持ちの現金）も減少
している。
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３ 水道事業の課題

６

ヒト
 ◎執行体制の確保
 ◎緊急時対応体制の確保
 ◎技術継承  
 ◎ニーズへの対応（住民との連携）

モノ
 ◎安定的な施設管理 
 ◎施設の強靭化
 ◎施設の長寿命化

カネ
 ◎長期的に持続可能な経営の確立
 ◎民間委託の効率化 
 ◎収入増加策 

不足！
膨大！
老朽化！

我が国の水道事業は建設を終え、本格的な管理・運営の時代に入った中、
水道事業体においては、

しており、事業環境は厳しさを増している。

水道法の改正（H30）
経営戦略の策定【各水道事業体】
広域化推進プランの策定【都道府県】

城里町も同じ課題
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4 城里町の抱える課題

施設の老朽化

財政状況の悪化

水質の悪化給水人口の減少に伴う水道料金の
収入減少
収益収支の経営赤字（令和4年度）
浄水場や管路等の更新費用の増大

昭和40年代後半～50年代に建設された施設の
老朽化
施設更新・耐震化の遅れ
取水災害や断水のリスク

異臭味の発生
原水（地表水）の濁度の上昇
新たな有害物質対策の必要性

７
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5 改正水道法に示された基盤強化の３本柱

８

人口減少や施設の老朽化の増加が顕著となり、ヒト・モノ・カネが不足。
各水道事業の基盤強化を図ることが急務。

水道法改正（H30）により基盤強化を図るための３つの柱が示されている。

改正水道法に示された基盤強化の３本柱
①適切な資産管理（アセットマネジメント）
 収支の見通しの作成及び公表を通じ、水道施設の計画的な
更新や耐震化等を進める。

②広域連携
 人材の確保や経営面でのスケールメリットを活かした市町
村の区域を超えた広域的な水道事業間の連携を推進する。

③官民連携
 民間事業者の技術力や経営に関する知識を活用できる官民
連携を推進する。

経営戦略の策定
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5 改正水道法に示された基盤強化の３本柱

9

国土交通省主催 令和6年度 全国水道主管課長会議資料より
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5 改正水道法に示された基盤強化の３本柱

国土交通省主催 令和6年度 全国水道主管課長会議資料より
10
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5 改正水道法に示された基盤強化の３本柱

国土交通省主催 令和6年度 全国水道主管課長会議資料より
11
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5 改正水道法に示された基盤強化の３本柱

国土交通省主催 令和6年度
全国水道主管課長会議資料より

12



城 里 町
Shirosato Town

5 改正水道法に示された基盤強化の３本柱

８国土交通省主催 令和6年度 全国水道主管課長会議資料より 13
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6 経営戦略とは

14

「経営戦略」
将来にわたって安定的に事業を
継続していくための中長期的な
経営の基本計画
住民・議会に対して「公開」

経営戦略［イメージ］

H26.6「経営戦略」の策定を要請
H28.1 令和２年度までの策定を要請
R3.1   令和７年度までの改定を要請

財源試算

料金、企業債、一般会計出資金等
の水準の見直し 等

広域化等
指定管理者制度
包括的民間委託
PPP/PFI  等

反映

計
画
期
間
内
の

収
支
均
衡

投資試算

長期の人口減少推計を踏まえ
た将来の需要予測等に基づく
合理的な投資額の認定
長寿命化等による平準化 等

資産管理
中長期（30年程度以上）を見
通したアセットマネジメント

反映

投資・財政計画の策定

組織、人材、定員、
給与の適正化

その他の経営基盤強化の
取組（ICT活用等）

収支ギャップが生じた場合は、その解消を図る

（計画期間は基本10年以上）

PDCAサイクル
毎年度、
進捗管理

計画と実績の
乖離の検証

3～5年ごと
の見直し
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茨城県水道事業広域連携推進方針とは
「茨城県水道事業広域連携推進方針」は、令和4（2022）年2 月に策定した「茨城県水道ビ
ジョン」に位置付けられた広域連携の推進を踏まえて、市町村の区域を超えた水道事業の多
様な広域化を検討するための素案として、現状の分析やシミュレーションなどを通じ、今後
の広域化の推進方針及び当面の具体的取組の内容、スケジュールを示したものです。
今後、本方針をもとに検討を行い、実現可能と判断された取組等については、最終的に「水
道基盤強化計画」に引き継がれることを想定しています。
当面の計画期間；令和12（2030）年度まで

7 茨城県水道事業広域連携推進方針

15

水道事業広域連携推進方針と他計画等の関係
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広域連携にあたっての基本的な方針
広域連携には、事業統合、経営の一体化、管理の一体化、施設
の共同化など様々な形態があるが、茨城県では経営の一体化、
管理の一体化（共同発注等）を当面の目指す姿としている。
水道用水供給事業（県企業局）と水道事業（市町村等）の経営
の一体化を推進する。

  ※ 広域連携の第一段階として、水道料金統一を必要と 
   しない、経営の一体化の手法で広域連携を推進する。

8 茨城県水道事業広域連携推進方針
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広域連携の形態

事業
統合

経営の一体化

管理の一体化
共同発注等

施設の共同化
浄水場､水質管理センター､緊急連絡管等

 浄水場等の統廃合を基本としつつも、災害対応等の観点
から地下水源を保有する浄水場を一部継続して使用する
等、各市町村の実態を踏まえた広域化を進める。

当面の具体的な取組内容及びスケジュール

R4 R5～ （合意が得られた場合）

スケジュール(案)
※当面10年間を想定

取組内容
経営統合シミュレー
ション、業務の共同
発注等の検討

詳細なシミュレー
ション等の実施 水道基盤強化計画の策定

研究会 より詳細な検討 法定協議会 経営統合



城 里 町
Shirosato Town

〈参考〉県中央広域水道用水供給事業

8 茨城県水道事業広域連携推進方針
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概要図

水戸給水系 笠間給水系

事業認可 昭和60年3月15日

給水対象
市町村

水戸市・笠間市・ひたちなか市・
常陸大宮市・那珂市・かすみがうら市・
小美玉市・茨城町・大洗町・東海村・
湖北水道企業団（石岡市・小美玉市）
7市2町1村1企業団

笠間市

浄水場 水戸浄水場 涸沼川浄水場

1日最大
給水量

54,000㎥/日
（240,000㎥/日）

24,000㎥/日

水源 那珂川（自流）
霞ヶ浦導水 飯田ダム

給水開始 平成7年7月 平成4年1月

※1日最大給水量は、現在の施設能力、水戸浄水場の（ ）は計画



日本水道新聞
（R5.9.7）より 水道産業新聞（R5.9.7）より

資料３官民連携の取組について



（1）DX（デジタルトランスフォーメーションなど）、新技術の導入に向けた検討支援に関すること

進捗

検討中

検討中

検討中

協議中

協議中

検討中

進捗

進捗

協議中

協議中

・コストが見込まれるため、実現可能な手法を検討中検討中

実施中

検討中
・コンテンツの充実を図り、水道単体の広報誌作成・閲覧を検討

・コンテンツ制作に産官学連携を検討

③回覧板の活用（高齢者を念頭に）

内容 備考

①空き家対策支援 ・中止宅検針結果の活用、空き家対策担当部署と連携を進める

②福祉部門、自治会、民生委員等との連携 ・水道検針を通じた情報共有を検討

・産官学連携での調査・研究・実践も検討

・常磐大学と連携内容を調整中

（3）人口減少、少子高齢化に起因する諸課題への対応に関すること

（2）行動経済学を踏まえた新たな業務手法の検討支援に関すること

内容 備考

①ナッジ導入、活用方法の検討 ・広報・周知の場面、政策形成において活用を検討

④口座振替申込のペーパーレス化（地銀ネットワーク提供の有料サービス導入）

 　または返信用封筒に料金受取人払を導入

⑤スマートメーターの導入

⑥漏水調査に関する取り組み

⑦ドローンの活用検討

内容 備考

①中止開始等のネット対応、ペーパーレス化

②AIを活用した電話サービスの実験

③オンライン窓口の実験

城里町水道事業と大崎データテック株式会社との包括連携協定における連携事項と進捗状況

R6.5.9現在

〇連携事項

1 / 2 ページ



進捗

検討中

協議中

検討中

検討中

進捗

実施中

検討中

検討中

進捗

実施中

検討中

検討中

検討中

進捗

検討中

検討中

検討中

検討中

・常磐大学と連携

・手法や導入時期について継続協議

・総務課防災担当部署と調整し、R6年度実施予定の町内防災訓練と

  連携を検討する

・大崎データテックの給水車を活用

・（参考）介護事業所はR6年度からBCP策定が義務化

①中止宅検針を活用した一次側漏水調査事業

②定例検針を活用した計画的な一次側漏水調査事業

③水戸ホーリーホックとの連携

④管工事組合、商工会との連携

（7）その他本協定の目的達成に資すること

内容 備考

①ナッジ導入、活用方法の検討　　※連携事項(2)-①と同じ

②回覧板の活用（高齢者を念頭に）　　※連携事項(3)-③と同じ

③水道事業運営協議会の設置　　※連携事項(5)-①と同じ

④水道課HPの充実　　※連携事項(5)-②と同じ

（6）産官学連携に関すること

内容 備考

①水道事業運営審議会の設置 ・第一回審議会を開催予定（5/9）

②水道課HPの充実 ・コンテンツ制作に産官学連携を検討

③検針お知らせ票の活用 ・民間企業の有料広告掲載を中心に検討

（5）城里町水道事業の広報広聴に関すること

内容 備考

①災害発生を見越した内部模擬訓練

②学校での出前授業や防災訓練と連動した給水訓練

③BCP（事情継続計画）の策定

④給水袋の配布

（4）大規模漏水や災害など、緊急時における支援に関すること

内容 備考

2 / 2 ページ



ー 日 本 の 水 道 を 考 える ー

いま
知りたい
水道



わたしたちは
どれくらいの水を使っているの？Q

私たちは、家にいるときさまざまな場面で水を使っています。
お風呂や洗濯、トイレ、掃除など…。
家庭内で 1 日に使用する水量を1 人当たりに換算すると
約 230L となります。

（使用する頻度や水量には個人差があります。）

蛇口をひねれば出てくる水。
私たちにとって必要不可欠な水は1人当たり1日でどれくらいの
量が使われているのでしょうか？

トイレ L50

L25洗面
その他

35L洗濯

L40炊事

お風呂80L

出典 : 本ページの数値は厚生労働省調べ
単位 : リットル

1



水の利用は家庭外でも . . .

1人当たり1日

水は家庭以外でも使用されています。例えば、学校や
会社、飲食店や公園などさまざまな場面で使用されます。
このような家庭外の水道水の使用量は、１人１日約 70L
に及びます。

2Lペットボトル　約150本

出典 : 本ページの数値は令和 2 年度水道統計より算出

家庭で使われている水量 家庭外で使われている水量

の水が使われています。300L約

日本の 1日当たりの水道水の使用量は
約 400 億 L

水道料金は ?
NEXT

2



わたしたちが払っている水道料金は
いくらなの？

口径13mm 又は家事用で月 20,000L(20 ㎥ ) 使用 (1世帯当たりの一般的な水道使用量）

1ヶ月の水道料金 (20,000L使用した場合 )

どうして地域ごとに水道料金が違うの？

Q

Q
価格帯別事業者数  総数 =1,312( 全国の上水道事業者 )( 用水供給事業者を除く）

水道料金は、住んでいるまちごとでコストを負担するように決められているからです。
この、かかったコストを、使っている（サービスを受けている）人たちで負担することを

「受益者負担」といいます。

日本の水道料金は、全国平均で水1L 当たり約 0.2 円ですが、
実際の水道料金は、地域によって異なります。

0 500

67

239

439

493

74

5,000円
以上

2,000円
未満

（者）250

約

全国平均

円3,300
1ヶ月の水道料金

円
未満4,0003,000 ～

5,0004,000～ 円
未満

円
未満3,0002,000 ～

下水道料金は含まれておりません

3

立地によっては水道料金が高くなる
・水源の水質が悪い
・水源からの距離が遠い
・高低差が多い

人口密度が低いと料金が高くなる
・家が点在していてもそのエリアに   
　水を届けるための水道管は必要
・少ない人数でコストを負担すること
　になる

立地

人口密度

水道料金

高

低 高

低

あなたのまちの水道料金は？ ウェブサイトで閲覧することができます。

出典 : 本ページの数値は令和 2 年度水道統計より算出

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/index_00002.html



出典 : 本ページの数値は令和 2 年度水道統計より算出

水道料金はどんなことに
使われているの？Q

水をきれいにして
お届けする費用 

水をお届けする費用

44%

水道で水を届けるためには、水を集めてきれいにする施設をつくり、
水道管を地面に埋める必要があります。そのためには莫大なコストが
かかるので、少しずつ順番に工事をしています。

そして、これらのために様々な役割の人たちが働いています。

%

水道施設には、ダム、取水口、井戸、浄水場、
ポンプ場、配水池、水道管など様々なものが
あり、施設はメンテナンスしながら何十年も使
われます。古くなった施設を一度につくりかえ
ると莫大なコストがかかるので、少しずつ順番
に工事をしています。

浄水場や水道管をつくり、
維持するための費用 

施設づくりにかかる費用

56

半分以上が施設の整備に使われています。

水はどうやって
届けられるの？

NEXT

4

水質の検査や薬品代、電気代などのコストは、
毎日かかります。施設で水をきれいにしてから
蛇口まで届けます。



Q水道水がわたしたちに届くまでどのような過程を経ているの？
水が届くまで、大きく3 つのステップに分けられます。
最初に、川や地下から水を集めます。次に、浄水場で水を
きれいにします。そして、水道管を使って水を届けます。

まち全体にはりめぐらされた水道管に
より、日々、大量の水が送られていま
す。この方法は、車などを使って水を
運ぶよりも効率的であり、CO2 排出量
を抑えられることから、環境に優しい
といえます。

貯水

5

水道管の長さは？

地球から月を往復する距離とほぼ同じです

地球

約 万74 km
月

日本全国で約 74 万 km にも及びます。
その距離は、地球 18.5 周分。地球と月を往復できる距離に相当します。

出典 : 本ページの数値は令和 2 年度水道統計より算出

あなたのまちの水道管の長さは？ ウェブサイトで閲覧することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/index_00002.html



Q

水道管の交換はどのように行われるの？

新しい水道管を設置していきます。
水道管を全て設置した後、新しい
水道管に水を流します。

新しい水道管の設置 給水管の繋ぎ変え
各ご家庭と水道管を結ぶ給水管
を、新しい水道管に繋ぎ変えてい
きます。

古い水道管の撤去
少しずつ場所を移動して、古い水
道管を撤去していきます。

水道管を交換しないとどうなるの？

水道管の破損・破裂

古い施設をそのままにすると、
老朽化によってある日突然施設
が壊れることがあります。

応急給水の様子

断水で水が足りなくなったら、自
分たちで水を取りに行き、運ばな
ければならず、水は重いので大
変です。

Q

管路が破損すると、漏水し、いつか断水するかもしれません。
災害に強い、新しい水道管に更新する必要があります。
断水になると、手や顔が洗えず、歯磨きができず、お風呂に入れず、
トイレで水を流すこともできません。

私たちが道路でよく見かける「水道管の工事」。地下に埋め
られた水道管は古くなったことなどが原因で破損することが
あるので、そうなる前に交換を進めています。

水がないと粉ミルクが飲めないよ...
お腹すいたよ～！おぎゃぁ～！！

＠Milk:nomitai*

6

土を堀り、埋め戻しながら毎日少しずつ工事を進めます。長時間の断水にならないよう
手順を踏んで工事を進めているため、同じところを掘ったり埋めたりすることがあります。

赤ちゃん

＠KA:konnan*

水が出ないから料理の提供ができない…
営業できないなんて、生活していけないよ。

カフェ店長

水がないと患者さんの命を救うことが
できないじゃないか！

＠tsktai_:life*名もなき医者

水道管の交換には断水が伴う場合もありますが、断水時間
を最小限にするため、新しい管を入れた後に古い管を撤去
していきます。

例えば…



Q

昔の水道管は地震に弱いものが多く、管路の耐
震化は主に更新にあわせて行われるため、管路
の更新が遅れると耐震化の遅れにもつながって
しまいます。このことから、管路の更新ペースを
上げていくことが望まれています。

水道管の老朽化が進んでいるって本当？
40 年以上使われている水道管の割合  は年々増加し、
令和 2 年度末時点で 20.6％となっています。これは今後
ますます増加するものと予想されています。

管路経年化率
管路更新率 水道管の全長に対する、1年間に更新された長さの割合

水道管の全長に対する、法定耐用年数（40年）を超えて
いる長さの割合

※今後の老朽化の進展の目安となる数値であり、40年で直ちに管路の更新が
　必要となるわけではありません。

基幹管路の耐震適合率

%40.7
全国の主要な水道管 ( 基幹管路 ) のうち、

耐震性の低いものが半分以上を占めています。

7

0.88

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0

5

10

20

25
(%) (%)

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

15

20.6

7.0

0.65

それに対して、管路を 1 年間にどれだけ更新したかを表す
「更新率」は年々低下し 0.65％にとどまっており、このまま
だと今後、管路の老朽化がどんどん進んでしまうことが想
定されます。

※

出典 : 本ページの数値は令和 2 年度水道統計より算出

ウェブサイトで閲覧することができます。あなたのまちの管路更新率は？
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/index_00002.html



水道を運営するコストは
削減できないの？Q

太陽光パネルや小水力発電機
を設置し、その電力を浄水場
内で使います。電気代の削減
だけでなく、環境にもやさし
いエコな取り組みといえます。

再生エネルギー発電で 最新の研究・
技術を使って
ドローンやデジタル技術を、
施設の点検等に活用するような
取り組みがはじまっています。

近くのまちと協力して
施設の管理や事務を共同で行
い、重複するコストを削減し
ているところもあります。
これにより、応急給水などの
災害対応において地域間で協
力しやすくなるという効果もあ
ります。

水道管の老朽化が進んでいく中、交換は着実に進めなければなりません。
一方で、水道事業のより効率的な運営を行うため、さまざまな取り組みが行われています。

あるまちの中に、 A,B,C の配水池があります。配水池の
大きさは、配水池が受け持つエリア（水量）によって決
められています。
これらの配水池を維持するためには、巡回点検、補修等
にお金がかかりますし、古くなった配水池をつくり直すに
は莫大なお金が必要です。一方で、このまちは人口が減
少し、必要な水の量が減っています。
そこで、例えば真ん中の B 配水池を廃止し、隣の A,C 
配水池のエリアを拡大するなどの方法が考えられます。こ
うすることで、B 配水池の維持費や更新に必要なお金を
節約できるほか、B 配水池の土地を有効に活用することで、
水道事業の収入の一部にすることも期待できます。

「施設をスリムに」をもっと詳しく…

B 配水池を廃止

・B 配水池の維持費や更新に必要なお金を節約できる
・B 配水池の土地を有効に活用することで、水道事業      

B C

B CA

A

8

施設をスリムに
人口減少にあわせて、施設の
数を減らしたり規模を小さくし
たりするとコストを減らすこと
ができます。

の収入の一部にすることも期待できる



Q &A
水道事業者は
どのような役割を果たしているの？
市町村などの水道事業者は、水道法第 1 条
にうたわれる、「清浄、豊富、低廉」な水の
供給につとめるべく、だれでもいつでも水が
使えるように、川や地下から水を集めて浄水
し、水を送るための水道管等の施設を整備
し、運営・管理をしています。さらに、でき
るだけ低い料金に抑えられるように、効率的
な事業経営に取り組んでいます。

水道は税金で運営していないの？
水道のサービスは、だれがどれだけ受けてい
るか特定されるため、受けるサービスの度合
いに応じて公平に、水道料金で経費を負担
する仕組みになっています ( 受益者負担 )。
一方で、水道は衛生的・文化的な生活を営
むうえで不可欠な手段であるという公共的性
格も持っているため、公営企業が主に経営し
ています。水道事業の経営に必要な費用は、
原則、私たちの支払う水道料金で賄うことに
なっています ( 独立採算制 )。

日本の水道ってすごいの？
水道の水をそのまま飲める国は日本を含め世
界でたったの 11 カ国  しかありません。
日本の水道は伝染病への対応に始まり、そ
の後、環境の変化に合わせ、水質基準や監
視体制が幾度となく見直されてきました。ま
た、利用者の「おいしい水」へのニーズに対
応するため、臭味についてもさまざまな取り
組みが実施されています。その結果、日本の
水道の品質は国外からも高く評価されていま
す。さらに、日本の水道普及率はとても高く、
高度経済成長期からの水道の整備促進によ
り、水道を利用できない地域はほぼなくなっ
ています。

水道事業は、一定区域の公益事業であるため、
地域の実情に通じた市町村が経営することが
最も公益に合致することから、水道法第 6 条
第 2 項により、市町村経営が原則とされてきま
した。一方で、水道の基盤を強化するために、
水道法第 2 条の 2 により、市町村の区域を超
えた広域的な連携等に努める必要があるとさ
れています。実際に、都や県営の水道事業が
あるほか、複数の市町村が共同で水道事業を
経営する取り組みなどが進んでいます。

水道事業は誰が経営しているの ?

水道

9
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これからの水道を
守っていくために

水道施設は家や車のように

資産として長く使えるもので

食べ物のように

すぐ消費してしまうものではありません。

水道料金には

消費した水の代金という意味だけでなく

水道施設という財産に投資し、

将来に引き継ぐという意味があります。

どのような水道施設を

自分たちの財産として維持し、

引き継いでいきたいですか。

そして、わたしたちの子や孫には

どんな未来を

生きていってもらいたいですか。
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「いま知りたい水道」の
パンフレットができるまで　

このパンフレットは、厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課と東海大学
教養学部芸術学科 富田研究室の学生との共働によって作られました。

未 来 へ繋ごう 。

浄水場見学 •初顔合わせ 水道管工事見学

打ち合わせ③
in厚生労働省

in厚生労働省 in厚生労働省

打ち合わせ④

打ち合わせ⑤ 打ち合わせ⑥

in厚生労働省
打ち合わせ⑨

打ち合わせ⑦

オンラインミーティング

オンラインミーティング

打ち合わせ②
in厚生労働省

制作時の学生の感情

8月 9月

10月11月

12月

水道課の方 と々初顔合わせ。
緊張する～！！

こんなに大きな水道管が
入っているなんて驚き！！

いよいよ始まったパンフレットづくり…
何から手をつけていいかわからず
戸惑い…泣

イラストを早く仕上げなくちゃ…
時間が足りない～！！

完成が見えてきた！！

水道の仕組みを理解するのは難しい…

打ち合わせが無事に終わって
一安心。

管路経年化率って何！？
難しい言葉が多くて大変…

打ち合わせ①
in厚生労働省

表紙案が決まらないよ ...

とうとう完成だ！！

大学の課題にも追われていて ...
毎日大変だ！

ココ

 1月

完成
in厚生労働省
打ち合わせ⑧

 2月

ー 日 本 の 水 道 を 考 える ー

いま
知りたい
水道

厚生労働省　医薬・生活衛生局　水道課 2023 年 3月





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

城里町水道事業運営審議会条例 

平成17年２月１日 

条例第149号 

（設置） 

第１条　町長の諮問に応じて水道事業の運営に関する重要事項を審議するため，城里

町水道事業運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条　審議会は，委員24人以内で組織する。 

２　委員は，次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1)　城里町民代表のうちから　20人以内 

(2)　城里町議会議員のうちから　４人以内 

（会長） 

第３条　審議会に会長１人，副会長２人を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２　会長は，審議会を代表し，会議の議長となる。 

３　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（委員） 

第４条　委員の任期は，２年とする。ただし，再任は妨げない。 

２　城里町議会の議員のうちから委嘱された委員の任期は，議員の任期とする。 

３　委員に欠員を生じた場合は，町長は，速やかに補欠委員を委嘱するものとする。

ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５条　会議は，会長が招集し，会長が議長となる。 

２　審議会は，委員の過半数以上が出席しなければ会議を開き，議決することができ

ない。ただし，会長が出席を催告してもなお半数に達しないとき，又は半数に達

してもその後半数に達しなくなったときは，この限りでない。 

３　会議の議事は，出席議員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

（庶務） 

第６条　審議会の庶務は，水道課の主管とする。 

（委任） 

第７条　この条例に定めるもののほか，審議会に関し必要な事項は，町長が定める。 

附　則 

この条例は，平成17年２月１日から施行する。 



 

城里町水道事業運営審議会規則 

平成17年２月１日 

規則第132号 

（目的） 

第１条　この規則は，城里町水道事業運営審議会（以下「審議会」という。）の会議

運営及び事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（会議の招集） 

第２条　会長は，町長から諮問があったとき，又は委員の半数以上から審議すべき事

項を示して会議招集の請求があったときは，速やかに会議を招集しなければなら

ない。 

２　会長は，会議を招集するときは，町長に通知しなければならない。 

（関係職員の出席） 

第３条　会長は，必要と認める場合は，町長以下関係職員の出席を求め，会議に参与

させることができる。 

（資料の提供） 

第４条　町長は，審議会に対し，その審議に必要な資料を提供しなければならない。 

（町長への報告） 

第５条　会長は，第２条第１項の町長の諮問に対しては，会議の結果を速やかに町長

に報告しなければならない。ただし，町長が会議に出席した場合は，報告を省略

することができる。 

（会議録） 

第６条　議長は，会議録を作成し，会議に出席した２人の委員とともにこれに署名し

なければならない。 

（その他） 

第７条　この規則に定めるもののほか，必要な事項は，その都度審議会において定め

る。 

附　則 

この規則は，平成17年２月１日から施行する。 

 


